
第１ 消防体制

１ 消防組織

平成２６年４月１日現在､県内には12消防本部があり､単独設置が２消防本部(福島市､いわき市)､ 一部事

務組合による設置が１０消防本部となっています｡昭和４９年４月１日の南会津地方広域市町村圏組合消防本

部発足により､県内５９市町村の常備化が達成されています｡(表１－１､図１－１)

全国の常備化市町村は､1,685市町村に及び､常備化率は市町村数で98.0％ (市100％､ 町村96.2％) に

達し､人口の99.9％が常備消防によってカバーされています｡

(｢平成26年版消防白書｣より)

表１－１「消防常備化の現況」（平成26年4月1日現在）

発足年月日 名　　　　　　称
構成団体数

備　　　考
市 町 村 計

単　

独

25. 6. 1 福 島 市 消 防 本 部 1 1
20.7.1 福島市・飯野

町合併

41.10. 1 い わ き 市 消 防 本 部 1 1

消　
　
　

防　
　
　

一　
　
　

部　
　
　

事　
　
　

務　
　
　

組　
　
　

合

46. 4. 1
白 河 地 方 広 域 市 町 村 圏 組 合

消 防 本 部
1 4 4 9

17.11.7 白河市、表郷

村、大信村、東村合併

〃
喜多方地方広域市町村圏組合

消 防 本 部
1 1 1 3

18.1.4喜多方市・熱塩加

納村・塩川町・山都町・

高郷村合併

46. 5. 1 伊 達 地 方 消 防 組 合 消 防 本 部 1 3 4

18.1.1伊達町・保原町・

梁川町・霊山町・月舘町

合併、伊達市新設

47. 4. 1 相 馬 地 方 広 域 消 防 本 部 2 1 1 4

18.1.1原町市・鹿島町・

小高町合併、南相馬市

新設

〃 安達地方広域行政組合消防本部 2 1 3

17.12.1 二本松市・安達

町・岩代町・東和町合併

19.1.1 本宮町・白沢村

合併、本宮市新設

〃
会 津 若 松 地 方 広 域 市 町 村 圏

整 備 組 合 消 防 本 部
1 7 2 10

16.11.1 会津若松市・北

会津村合併

17.10.1 会津高田町・会

津本郷町・新鶴村合併、

会津美里町新設

17.11.1 会津若松市・河

東町合併

47.10. 1
双 葉 地 方 広 域 市 町 村 圏 組 合

消 防 本 部
6 2 8

48. 4. 1 須 賀 川 地 方 広 域 消 防 本 部 1 4 3 8
17.4.1 須賀川市・長沼

町・岩瀬村合併

〃 郡山地方広域消防組合消防本部 2 2 4

17.3.1 滝根町・大越町・

都路村・常葉町・船引町

合併、田村市新設

49. 4. 1
南会津地方広域市町村圏組合

消 防 本 部
3 1 4

18.3.20 田島町・舘岩村

・南郷村・伊南村合併、

南会津町新設
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表１－２｢消防機関の設置状況及び推移｣

12 12 12 12 12 12
29 29 29 29 29 29
72 72 72 71 71 72
60 59 59 59 59 59

 ※東日本大震災の影響により、平成23年のデータについては未集計です。

図１－２　消防吏員・消防団員の推移（毎年４月１日現在）
　 ※東日本大震災の影響により、平成23年のデータについては未集計です。
消防吏員

消防団員

H24.4.1 H26.4.1

　また､平成26年４月１日現在の女性消防吏員・消防団員については表１－４のとおりであり､
消防吏員は前年より4人増の36人､消防団員では前年より5人増の187人となっております｡

　県内の消防機関の設置状況及び推移は､表１－２のとおりですが､常備化が達成された今日に
おいても､消防団員が地域の防災に果たす役割は依然として大きく､各市町村消防団の一層の充
実強化が必要となっています｡

　消防吏員及び消防団員の推移は､図１－２及び表１－３のとおりであり､平成26年4月1日現在､
消防吏員は2,440人(対前年比10人､0.41％増)と、 過去５年間で43人(1.79％)増加しています｡

　一方､消防団員をみると､34,465人(対前年比△98人､0.28％減)で､過去５年間で972人(2.74％)
減少しています｡これは全国的な傾向でもありますが､本県においては消防本部・署の充実強化
及び消防団装備の機械化・近代化等により総合的な消防力の向上を図っています｡

年次　
区分
消防本部数
消防署数
消防出張所数
消防団数

H20.4.1 H21.4.1 H22.4.1 H25.4.1

2,258 

2,292 2,307 
2,318 2,328 

2,330 

2,334 

2,343 2,347 2,353 
2,374 2,384 

2,403 2,397 
2,424  2,418 

2,430 
2,440 

2,100

2,200

2,300

2,400

2,500

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

(人

(年

39,146 39,033 38,930 
38,702 38,457 

38,249 
38,044 

37,324 
36,822 

36,589 
36,351 

35,979 

35,664 
35,437 

35,340 
34,799 

34,563 

34,465

32,000

33,000

34,000

35,000

36,000

37,000

38,000

39,000

40,000

H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26

(人

(年
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表１－３　消防機関・人員の推移

25.4.1 4 4 0 100 9 109 361 56,559 1 14 56,573 27.5

26.4.1 5 5 0 149 9 158 360 56,974 2 23 56,997 27.6

27.4.1 6 6 1 168 9 177 360 57,405 2 23 57,428 27.7

28.4.1 6 6 1 171 9 180 359 57,576 2 23 57,599 27.8

29.4.1 7 7 1 198 9 207 278 57,910 3 31 57,941 27.8

30.4.1 8 8 1 230 9 239 155 55,306 3 32 55,338 26.4

31.4.1 9 9 1 254 3 257 145 54,863 3 27 54,890 26.2

32.4.1 10 10 1 270 6 276 145 53,435 3 27 53,462 25.6

33.4.1 11 11 1 307 3 310 133 52,582 3 31 52,613 25.2

34.4.1 12 12 1 351 4 355 133 51,767 2 23 51,790 24.8

35.4.1 12 12 2 360 3 363 120 51,180 2 23 51,203 25.0

36.4.1 12 12 2 361 3 364 120 50,265 2 23 50,288 24.7

37.5.31 12 12 2 394 3 397 120 49,543 3 29 49,572 24.5

38.5.31 13 13 2 424 3 427 120 48,862 3 20 48,882 24.3

39.5.31 13 13 3 458 6 464 119 48,393 2 14 48,407 24.2

40.5.31 13 13 3 460 8 468 119 47,688 2 14 47,702 24.0

41.5.31 13 13 4 487 10 497 119 47,054 3 19 47,073 23.9

42.4.1 10 14 4 540 10 550 104 46,935 6 42 46,977 23.9

43.4.1 10 14 5 563 12 575 104 46,215 9 88 46,303 23.6

44.4.1 10 14 6 614 12 626 103 46,086 9 71 46,157 23.6

45.4.1 10 14 9 670 8 678 103 45,842 10 87 45,929 23.6

46.4.1 10 14 11 703 8 711 90 45,778 10 94 45,872 23.7

47.4.1 11 15 30 990 16 1,006 90 45,357 4 47 45,404 23.2

48.4.1 11 18 52 1,276 10 1,286 90 44,921 - - 44,921 23.0

49.4.1 12 19 65 1,504 12 1,516 90 44,615 - - 44,615 22.9

50.4.1 12 19 65 1,613 12 1,625 90 44,026 - - 44,026 22.6

51.4.1 12 19 69 1,621 12 1,633 90 43,127 - - 43,127 21.7

52.4.1 12 19 70 1,679 11 1,690 90 42,688 - - 42,688 21.3

53.4.1 12 19 72 1,747 10 1,757 90 42,236 - - 42,236 21.0

54.4.1 12 22 72 1,809 11 1,820 90 41,556 - - 41,556 20.5

55.4.1 12 23 70 1,844 13 1,857 90 41,089 - - 41,089 20.2

56.4.1 12 24 70 1,873 12 1,885 90 40,945 - - 40,945 20.0

57.4.1 12 25 70 1,915 15 1,930 90 40,779 - - 40,779 19.9

58.4.1 12 25 72 1,922 15 1,937 90 40,699 - - 40,699 19.8

59.4.1 12 25 72 1,927 15 1,942 90 40,587 - - 40,587 19.7

60.4.1 12 25 70 1,931 15 1,946 90 40,494 - - 40,494 19.6

61.4.1 12 25 70 1,930 14 1,944 90 40,371 - - 40,371 19.4

62.4.1 12 26 70 1,929 13 1,942 90 40,213 - - 40,213 19.2

63.4.1 12 26 70 1,938 13 1,951 90 40,156 - - 40,156 19.1

人口
1000人
当り

団員数
（人）

本部 署 出張所

職員 非常勤 常勤
団員数
合計
（人）

吏員
（人）

その他
（人）

合計
（人）

団数
（団）

団員
（人）

団数
（団）

団員
（人）

年月日

消防本部 消防団
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元.4.1 12 29 70 1,951 14 1,965 90 40,054 - - 40,054 19.1

2.4.1 12 29 70 1,969 12 1,981 90 39,877 - - 39,877 18.9

3.4.1 12 29 71 1,990 12 2,002 90 39,721 - - 39,721 18.8

4.4.1 12 29 71 2,036 12 2,048 90
39,643
(15)

- -
39,643
(15)

18.7

5.4.1 12 29 71
2,119
(2)

11 2,130
(2)

90
39,582
(30)

- -
39,582
(30)

18.6

6.4.1 12 29 73
2,174
(8)

11 2,185
(8)

90
39,518
(31)

- -
39,518
(31)

18.6

7.4.1 12 29 72
2,208
(2)

12 2,220
(2)

90
39,348
(33)

- -
39,348
(33)

18.4

8.4.1 12 29 72
2,258
(1)

11 2,269
(1)

90
39,146
(33)

- -
39,146
(33)

18.3

9.4.1 12 29 71
2,036
(3)

11 2,047
(3)

90
39,033
(33)

- -
39,033
(33)

18.2

10.4.1 12 29 71
2,307
(5)

10 2,317
(5)

90
38,930
(35)

- -
38,930
(35)

18.2

11.4.1 12 29 70
2,318
(7)

11 2,329
(7)

90
38,702
(34)

- -
38,702
(34)

18.2

12.4.1 12 29 70
2,328
(7)

9 2,337
(7)

90
38,457
(49)

- -
38,457
(49)

18.0

13.4.1 12 29 70
2,330
(9)

9 2,339
(9)

90
38,249
(47)

- -
38,249
(47)

17.9

14.4.1 12 29 71
2,334
(8)

9 2,343
(8)

90
38,044
(58)

- -
38,044
(58)

17.9

15.4.1 12 29 71
2,343
(10)

9 2,352
(10)

90
37,324
(93)

- -
37,324
(93)

17.6

16.4.1 12 29 71
2,347
(11)

8
(6)

2,355
(17)

90
36,822
(126)

- -
36,822
(126)

17.4

17.4.1 12 29 72
2,353
(12)

8
(6)

2,361
(18)

83
36,589
(121)

- -
36,589
(121)

17.4

18.4.1 12 29 72
2,374
(15)

8
(5)

2,382
(20)

68
36,351
(123)

- -
36,351
(123)

17.3

19.4.1 12 29 72
2,384
(19)

7
(5)

2,391
(24)

67
35,979
(129)

- -
35,979
(129)

17.2

20.4.1 12 29 72
2,403
(21)

9
(6)

2,412
(27)

60
35,664
(133)

- -
35,664
(133)

17.2

21.4.1 12 29 72
2,397
(25)

9
(6)

2,406
(31)

59
35,437
(159)

- -
35,437
(159)

17.2

22.4.1 12 29 72
2,424
(29)

7
(4)

2,431
(33)

59
35,340
(171)

- -
35,340
(171)

17.2

24.4.1 12 29 71
2,418
(31)

8
(4)

2,426
(35)

59
34,799
(176)

- -
34,799
(176)

17.7

25.4.1 12 29 71
2,430
(32)

16
(3)

2,446
(35)

59
34,563
(182)

- -
34,563
(182)

17.7

26.4.1 12 29 72
2,440
(36)

21
(3)

2,461
(39)

59
34,465
(187)

- -
34,465
(187)

17.8

※東日本大震災の影響により、平成23年のデータについては未集計です。
※平成25年の消防団員数について、平成25年消防白書に記載されている消防団員数と差異がありますが、
　南会津町機能別消防団員数（120人）の集計漏れがあったためです。

団員数
合計
（人）

人口
1000人
当り

団員数
（人）

消防団

出張所

非常勤 常勤

団数
（団）

団員
（人）

団数
（団）

団員
（人）

年月日
本部 署

職員

吏員
（人）

その他
（人）

合計
（人）

消防本部
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表１－４　女性消防吏員及び女性消防団員の状況

(1)女性消防吏員 (2)女性消防団員

本部名 人数(人) 団体名 人数(人)

福島市消防本部 3 福島市 17

いわき市消防本部 5 会津若松市 8

安達地方広域行政組合
消防本部

4 郡山市 7

郡山地方広域消防組合 10 いわき市 10

須賀川地方広域消防組合 5 田村市 40

白河地方広域市町村圏
消防本部

2 南相馬市 13

会津若松地方広域市町村圏
整備組合消防本部

6 白河市 1

相馬地方広域市町村圏組合 1 伊達市 5

合計 36 桑折町 11

国見町 3

只見町 4

猪苗代町 4

会津坂下町 14

会津美里町 8

棚倉町 8

石川町 5

古殿町 7

三春町 7

新地町 12

飯舘村 3

合計 187

表１－５　機能別団員の導入状況

消防団名 団員数 設置（発足）

昭和村消防団 49 H18.4.1

三春町消防団 25 H19.4.1

三島町消防団 47 H21.4.1

小野町消防団 12 H21.4.1

会津美里町消防団 41 H21.8.1

南会津町消防団 120 H22.4.1

泉崎村消防団 43 H23.4.1

金山町消防団 94 H25.10.1

合計 431

初期消火活動等

初期消火活動、ラップ隊

活動内容（概略）

後方支援、避難誘導、捜索等

検閲式等でのラッパ演奏、後方支援、
広報活動

消火、捜索

消防団員の補助

初期消火活動等

初期消火活動、捜索、安否確認、避難
誘導
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　(1)消防機械
　　　　消防機械の保有状況は表１－６のとおりです。

表１－６　消防機械の保有状況
18.4.1現在 19.4.1現在 20.4.1現在 21.4.1現在 22.4.1現在 24.4.1現在 25.4.1現在 26.4.1現在

103 102 102 101 101 99 98 96
指数 100.0 99.0 99.0 98.1 98.1 96.1 95.1 93.2

48 49 49 49 49 50 49 51
指数 100.0 102.1 102.1 102.1 102.1 104.2 102.1 106.3

15 15 15 15 15 13 14 14
指数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 86.7 93.3 93.3

17 17 17 17 17 17 17 17
指数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

22 23 23 23 23 23 23 23
指数 100.0 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5

127 129 130 129 129 129 130 130
指数 100.0 101.6 102.4 101.6 101.6 101.6 102.4 102.4

13 12 10 9 10 10 7 15
指数 100.0 92.3 76.9 69.2 76.9 76.9 53.8 115.4

540 538 538 539 538 543 546 546
指数 100.0 99.6 99.6 99.8 99.6 100.6 101.1 101.1

19 19 18 19 21 20 20 19
指数 100.0 100.0 94.7 100.0 110.5 105.3 105.3 100.0

1779 1784 1788 1778 1785 1749 1754 1775
指数 100.0 100.3 100.5 99.9 100.3 98.3 98.6 99.8

917 884 879 851 886 935 853 851
指数 100.0 96.4 95.9 92.8 96.6 102.0 93.0 92.8

643 640 640 640 639 642 644 642
指数 100.0 99.5 99.5 99.5 99.4 99.8 100.2 99.8

67 68 67 68 70 70 69 70
指数 100.0 101.5 100.0 101.5 104.5 104.5 103.0 104.5

2709 2680 2677 2638 2681 2694 2614 2641
指数 100.0 98.9 98.8 97.4 99.0 99.4 96.5 97.5

100.1 99.3 99.2 98.9 100.0 103.1 101.2 101.6

※指数は、平成18年4月1日現在の数値を100として計算したものです。

※東日本大震災の影響により、平成23年のデータについては未集計です。

※平成18～20年の充足率は平成18年度消防施設設備計画実態調査の基準に対するものであり、平成21～22年の充足率は平
成21年度消防施設設備計画実態調査の基準に対するものであり、平成24年の充足率は平成24年度消防施設整備計画実態調査
の基準に対するものです。

動力消防ポンプ充足率(％)

普通消防ポンプ自動車

水そう付消防ポンプ自動車

はしご付消防ポンプ自動車

化学消防自動車

救急工作車

普通消防ポンプ自動車

水そう付消防ポンプ自動車

小型動力ポンプ
（小型動力ポンプ付積載車を含む）

救急自動車

小型動力ポンプ
（小型動力ポンプ付積載車を含む）

普通消防ポンプ自動車

水そう付消防ポンプ自動車

小型動力ポンプ付積載車

小型動力ポンプ

２ 消防施設

区分

消
防
本
部
・
消
防
署

消
防
団

合
計

　　　　平成26年4月1日現在の動力消防ポンプ（消防ポンプ自動車、小型動力ポンプの総称）の充足率は、101.6％（消防本部103.5％、
　　 消防団101.5％）となっています。
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(2)消防水利

平成26年4月1日現在の消火栓、防火水槽、井戸の保有状況は、表1-7のとおりです。

　表１－７　消防水利の保有状況
18.4.1現在 19.4.1現在 20.4.1現在 21.4.1現在 22.4.1現在 24.4.1現在 25.4.1現在 26.4.1現在

26,533 27,132 28,957 28,318 28,884 29,653 29,731 29,692
指数 100.0 102.3 109.1 106.7 108.9 111.8 112.1 111.9

7,567 7,562 7,562 7,555 7,518 7,643 7,601 7,640
指数 100.0 99.9 99.9 99.8 99.4 101.0 100.4 101.0

61 61 61 59 62 63 63 63
指数 100.0 100.0 100.0 96.7 101.6 103.3 103.3 103.3

※指数は、平成18年4月1日現在の数値を100として計算したものです。
※東日本大震災の影響により、平成23年のデータについては未集計です。

井戸

40㎥以上

公設・私設等

　　消防水利（消防水利の基準に適合するもの）には、消火栓、防火水槽、井戸等の人口水利と河
川、池、湖沼等の自然水利があり、消防機械とともに重要な役割を果たしており、近年、大規模地
震に対する関心の高まりとともに耐震性貯水槽や防火水槽の設置促進を図りながら、これら消火栓
等との適切な組合せによる水利の多元化を推進する必要があります。

区分
公設・私設等消火栓

防火水槽
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(3)消防施設等整備費補助事業
　

　過去9年間の実績は表１－８のとおりです。

表１－８　消防施設等補助実績

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数

耐震性貯水槽 10 4 13 4 4 9 2 15 11

高機能消防指令セン
ター総合整備事業

- - - - - - 1 - -

小計 10 4 13 4 4 9 3 15 11

救助工作車Ⅲ型 - 1 - - - - - - 2

救助工作車Ⅱ型 - - 1 - - - - - -

救助用資機材 - 1 1 - - - - - 2

高度救助用資機材 - 1 - - - - 1 - 2

災害対応
特殊救急自動車

1 2 1 3 6 2 1 - -

高度救命処置用資機材 1 2 1 3 6 2 1 - -

災害対応
特殊消防ポンプ車

1 - - 1 - - - - -

災害対応特殊水槽付
消防ポンプ自動車

4 1 2 1 - - 3 1 2

災害対応特殊屈折はし
ご付消防ポンプ自動車

- - - - - 1 - 1 -

テロ対策用特殊救助資機材 - - - - - - - - 1

消防団総合整備事業 4 - - - - - - - -

小計 11 8 6 8 12 5 6 2 9

21 12 19 12 16 14 9 17 20

消防ポンプ自動車 1 - - - - - - - -

小型動力ポンプ 5 - - - - - - - -

6 0 0 0 0 0 0 0 0

　消防施設強化促進法（昭28法律第87号）に基づき、国ではその整備のため一般地域に対しては、補助基準額の
１／３を補助し、その強化促進を図っています。また、緊急消防援助隊関係設備については、消防組織法におい
て義務的補助金に位置づけられ、補助率は基準額の１／２とされています。なお、平成17年度には、三位一体改
革における国庫補助金の一般財源化に伴い、常備消防にかかる設備が補助対象から除外されました。
　県においても、これまで同法律の趣旨をふまえた県単独の補助事業を実施していましたが、平成17年度をもって
廃止となりました。

消
防
防
災
施
設

国庫補助合計

県単補助合計

県
単
補

消
防
防
災
設
備

年度　

　事業名
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第２ 火災予防

県では火災の発生を予防するため､毎年春と秋に火災予防運動を実施し､県民に対し火災予防意識の高

揚を呼びかけています｡

一方､消防法により､火災を予防するため建築物の防火対策として､出火を予防する対策や延焼防止､安全

避難確保のための対策が定められています｡

１ 火災予防運動

日常生活において､火災発生の危険性は常に存在し､火災発生原因の大部分が人為的ミスであることから､

火の取扱いには常に細心の注意を払い､火災の発生を防止するよう啓発に努めるとともに､毎年春と秋に全国

火災予防運動を実施しています｡

春季全国火災予防運動期間３月１日～３月７日

秋季全国火災予防運動期間11月９日～11月15日

平成２６年秋季全国火災予防運動の重点目標は次のとおりです｡

重点目標

（１）住宅防火対策の推進

ア 住宅用火災警報器の設置の徹底及び適切な維持管理の周知

イ 住宅用消火器を始めとした住宅用防災機器等の普及促進

ウ たばこ火災に係る注意喚起広報の実施

エ 防炎品の普及促進

オ 消防団、女性（婦人）防火クラブ及び自主防災組織等と連携した広報・普及啓発活動の推進

カ 地域の実情に即した広報の推進

キ 高齢者等の要配慮者の把握や安全対策に重点を置いた死者発生防止対策の推進

（２）放火火災防止対策の推進

ア 放火火災に対する地域の対応力の向上

イ パチンコ店及び物品販売店舗における放火火災防止対策の徹底

ウ 効果的な放火火災被害の軽減対策の実施

（３）特定防火対象物等における防火安全対策の徹底

ア 防火管理体制の充実

イ 避難施設等及び老朽化消火器を始めとする消防用設備等の維持管理の徹底

ウ 防炎物品の使用の徹底及び防炎製品の使用の促進

エ 防火対象物定期点検報告制度及び防災管理点検報告制度の周知徹底

オ 違反のある防火対象物に対する是正指導の推進

カ ホテル・旅館等における防火安全対策の徹底

キ 表示制度及び公表制度の取組の推進

ク 高齢者や障がい者等が入居する小規模福祉施設における防火安全対策の徹底

ケ 有床診療所・病院等における防火安全対策の徹底

（４）製品火災の発生防止に向けた取組の推進

製品の適切な使用・維持管理及び製品火災に関する注意情報の周知徹底

（５）多数の者が集合する催しに対する火災予防指導等の徹底

ア 催しを主催する者に対する指導

イ ガソリン等の貯蔵・取扱いに対する指導

ウ 火気器具を使用する屋台等への指導
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２ 消防用設備等の規制

消防法令の規制を受ける防火対象物の数は60,697カ所(26.3.31現在)であり､これらの建物については､消

火に必要な設備や､警報設備､避難設備等の設置が義務づけられており､設置した設備については定期的に

点検を行うこととされています｡

さらに､一定以上の人員を収容する防火対象物においては､防火管理者を選任し､消防計画の作成､消火､

通報､避難の訓練の実施をはじめ消火活動上必要な施設の維持管理にあたっているほか､防火対象物となっ

ている建築物において新築､増築､改修､修繕等が行われる場合には､消防機関が消防用設備等の設置につ

いてチェックをして消防同意を与えています｡
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第３ 自主防災組織

県､市町村､消防機関の３者が協力して､自主防災組織の育成強化を図っており､平成２６年４

月１日現在で、組織数は２,５６２団体、カバー率は８７．９％（原発事故により避難している楢葉町、

富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村を除くカバー率は８８．４％）となっています

が、地域によって組織状況に差がみられます。

※平成２３、２４年度は東日本大震災の影響で正しい数値が出せないため集計せず。

※平成２５、２６年度の組織率は、原発事故により避難している楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪

江町、葛尾村、飯舘村を除いたものを採用している。
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第４ 救 急 ・ 救 助 業 務

救急業務は､県内12消防本部において130台（26.4.1現在）の救急自動車により24時間体制で

実施しています｡平成25年の活動状況は､79,918件出場し､74,236人を搬送しました｡

出場件数及び搬送人員は、平成１７年をピークに横ばい傾向にありましたが、平成22年から増

加傾向に転じています。

救急業務の高度化については､消防本部における救急救命士の養成の推進に努めています｡

救助業務は､23台（26.4.1現在）の救助工作車とその他の車輛の合わせて63台により実施して

います｡平成25年の活動状況は､1,266件出動し､757人を救助しました｡

急病

52,775件

66.0%

一般負傷

9,992件

12.5%

交通事故

6,868件

8.6%

自損行為

962件

1.2%

労働災害

767件

1.0% その他

8,554件

10.7%

救急出動件数（平成２５年）

救急出動件数
79,918件
100.0%

交通事故

531件

41.9%

火災

68件

5.4%

建物事故

62件 4.9%

水難事故

51件 4.0%

機械事故

40件 3.2%

その他

514件

40.6%

救助出動状況（平成２５年）

救助出場件数
1,266件
100.0%
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事故種別傷害程度別救急搬送状況（平成25年）

傷害程度

事故種別

1,451人 5,221人 18,493人 23,873人 8人 49,046人

2.9% 10.6% 37.7% 48.7% 0.0% 100.0%

38人 373人 1,144人 5,565人 2人 7,122人

0.5% 5.3% 16.1% 78.2% 0.0% 100.0%

161人 1,067人 2,689人 5,539人 0人 9,456人

1.7% 11.3% 28.4% 58.6% 0.0% 100.0%

120人 1,962人 4,709人 1,814人 7人 8,612人

1.4% 22.8% 54.7% 21.1% 0.0% 100.0%

1,770人 8,623人 27,035人 36,791人 17人 74,236人

2.4% 11.6% 36.4% 49.6% 0.0% 100.0%

そ　　の　　他

計

その他

急　　　　　　病

交　通　事　故

合計死亡 重症 中等症 軽傷

一　般　負　傷

医療機関別救急搬送状況（平成25年）

74,218人 100.0%

国・公立病院 公的病院 私的病院 私的診療所

15,691人 9,205人 47,244人 2,078人 18人 74,236人

21.1% 12.4% 63.6% 2.80% 0.0% 100.0%

その他の
医療機関

救急告示医療機関
合計

収容所要時間別搬送状況（平成25年）

10分未満
10分以上
20分未満

20分以上
30分未満

30分以上
60分未満

60分以上
120分未満

120分以上 合計

12人 1,700人 15,297人 47,003人 9,816人 408人 74,236人

0.02% 2.3% 20.6% 63.2% 13.2% 0.5% 100.0%

救助活動状況（平成25年）

事故種別

活動状況 建物 建物以外

44件 24件 531件 51件 15件 40件 62件 499件 1,266件

21人 11人 273人 35人 18人 16人 33人 350人 757人

出動件数

救助人員

機械に
よる事
故

建物等
による
事故

その他
の事故

合計
火災 交通

事故
水難
事故

風水害
等自然
災害
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第５ 危険物規制の状況

産業経済の発展及び家庭生活の向上に伴い､危険物の取扱量は年々増加しており､その種

類、質ともに著しく多様化しているのに伴い､これらによる災害発生の潜在的な危険性も

また増大しています｡

危険物による災害を未然に防ぐためには､安全な施設による危険物の保安管理の徹底が

必要であり､事故防止を目的として､県内 消防本部に対する危険物行政の指導を行い､ま12

た危険物取扱者に対しては危険物取扱者保安講習を実施しています｡

１ 危険物施設数の推移

平成 年 月 日現在における県内の危険物施設数は､製造所 ､ 貯蔵所 ､26 3 31 154 7,403

取扱所 で､ 合計 施設です｡3,443 11,004

前年度と比較した場合､製造所では 件増( ％)､ 貯蔵所では 件減( ％)､取扱所1 0.7 94 1.3

では 件減( ％)､ 総数で 件減( ％) となりました｡77 2.2 170 1.5

危険物施設の区分別内訳については､次ページに示すように貯蔵所が総数の ％と最67.3

も多く､うち地下タンク貯蔵所が 件（総数の ％）を占めています｡取扱所は総数2,452 22.3

の ％であり､うちガソリンスタンド等の給油取扱所が 件（総数の ％）を占31.3 1,532 7.2

めています｡製造所は総数の ％となっています｡1.4

危険物施設の倍数(指定数量を１とした指数)による規模別の構成は､５倍以下の施設が

件と総数の ％となり最も多く､ 倍以下の施設の合計は､施設総数の ％を4,623 42.0 50 78.8

占めています｡

一方､全国の危険物施設数は､平成 年 月 日現在､総数が 件で､その内訳は26 3 31 425,227

製造所が 件､貯蔵所が 件､取扱所が 件となっており､県内の施設が占5,103 291,426 128,698

める割合は､それぞれ総数で ％､ 製造所が ％､ 貯蔵所が ％､ 取扱所が ％と2.6 3.0 2.5 2.7

なっています｡
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年次別危険物製造所等の推移（完成検査済証交付施設）
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２ 危険物に係る事故

平成 年中県内においては､ 件(流出 件､火災 件､その他 件)の事故が発生して25 15 12 1 2

おり､施設別では移動タンク貯蔵所 件、製造所、一般取扱所、屋外タンク貯蔵所それぞ4

れ 件、給油取扱所、地下タンク貯蔵所それぞれ１件でした。事故原因としては、維持管3

理不十分、操作管理不十分(それぞれ 件)等によるものが最も多い結果となりました。2

３ 危険物取扱者試験の実施

危険物取扱者試験は､甲種､乙種及び丙種の区分で実施され､この合格者には危険物取扱

者免状の申請資格が与えられます｡

試験は都道府県の委任を受けて消防試験研究センターが実施しており､平成 年度の試25

験結果は､甲種､乙種及び丙種の合計で､受験者 人に対し､ 人が合格し､合格率12,218 4,207

は ％でした｡34.4

４ 危険物取扱者保安講習の実施

危険物施設において危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者は､原則として３年ごと

に都道府県知事が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習を受けることが義務づけられ

ています｡

また､昭和 年度からは､危険物の取扱作業の従事状況に応じて講習を区分する､いわゆ63

る種別講習の導入を図り､平成 年度は前期・後期あわせて延べ 会場において講習を24 33

実施しました｡

なお､平成４年４月１日から運用が開始された危険物取扱者免状返納命令制度の周知に

伴い受講意識が向上したためか､平成４年度を境に受講者数が増加し､平成８年度以降は

人～ 人程度で推移しています｡3,600 4,000
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第６ 福島県消防学校

昭和27年消防組織法の一部が改正され､消防学校は県の義務設置機関となり､本県においては､関係市町

村及び各種団体の協力を得て､昭和30年８月福島市太平寺に｢福島県消防学校｣を開設し､同年９月より教育

訓練を開始しました｡

その後､校舎の老朽化と屋外訓練場の狭隘さから､近代的消防教育訓練に適応困難となったため､昭和46

年４月､福島市荒井へ移転し､耐火構造の近代的な設備を備えた消防学校として消防職員・団員等の教育訓

練に当たりました｡

現在地へ移転してから相当の年月が経過し施設設備が老朽化したため、教育設備や教育内容の一層の

充実を図ることを目的として、平成7年から消防学校改築整備事業を推進し、平成17年3月に完成となりまし

た。

消防学校改築整備事業の経過

平成７年度 ………基本構想の策定

平成８年度 ………整備の場所の決定

平成９年度 ………基本計画の作成､基本設計(プロポーザル競技(公募型))

平成10年度………消防学校教育訓練計画検討会報告書作成

第１期工事実施設計(第１期工事管理・教育棟､宿泊棟､外構等)

平成11年度………用地取得､外溝等実施設計､進入路工事

平成12年度………文化財調査､造成工事

平成12年度～平成13年度……第１期工事(継続事業管理・教育棟､宿泊棟完成)

平成13年度………第２期工事実施設計､第１期工事にかかる初度調弁

平成14年度～平成15年度……第２期工事(継続事業体育館・屋内訓練場､水難救助訓練場)

平成15年度………第３期工事実施設計

平成16年度………第３期工事(消防訓練棟､車庫棟､放水訓練場等グランド整備)

なお、平成2５年度における消防学校の教育訓練実施状況は､次表のとおりです｡
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期
間

人
員

（
人

）
2５

年
４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０
月

１
１
月

１
２
月

25
年
１
月

２
月

３
月

第
７
３
期

9
1

第
７
４
期

4
0

第
１
７
期

6
5

第
１
８
期

6
4

幹 部 教 育

第
２
６
期

2
0

第
１
４
期

2
2

第
２
期

3
4

第
１
２
期

2
5

第
１
期

3
8

第
２
期

3
6

第
３
期

3
7

第
７
９
期

6
0

第
８
０
期

5
8

第
１
０
７
期

4
5

第
１
０
８
期

3
1

第
１
０
９
期

2
9

特 別 教 育

第
８
期

6
4

6
0
7

第
５
９
期

4
2

第
６
０
期

3
5

第
６
１
期

5
4

第
８
期

3
7

平
成
２
５
年
度
教
育
訓
練
実
施
時
期
一
覧

教
育

種
別

消 防 職 員

６
月
か
ら
９
月
ま
で
の
期

間

幹 部 教 育

ポ
ン
プ

操
法

指
導

員
科

初
任

教
育

指
揮

隊
長

科

救
急

救
命

士
養

成
補
助
教
育
科

放
射

線
基

礎
研

修

少
年

消
防

ク
ラ

ブ
員

教
育

一 般 教 育

専 科 教 育

中
級

幹
部

科

消 防 団 員

救
急

科

初
級

幹
部

科

中
級

幹
部

科

自
衛

消
防

隊
員

教
育

校
外

教
育

特 別 教 育

は
し

ご
車

運
用

科

4
2
0

2
3

2
8

2
9

1
0

1
1

8
9

7
5 1
5

1
6

5
6

2

1
2
7

3
1

2
6

1
5

2
7

2
5

2
2

2
4

2
1

2
5

2
1

2
6

1
9

1
9

2
0

2
8

2
9

8
9

1
6
1
7
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